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表紙

上記事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただ
いた株主様に対して交付する書面（電子提供措置事項記載書面）への記載を省略して
おります。

第103回定時株主総会の招集に際しての
電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく
書面交付請求株主への交付書面に記載しない事項

●　事業報告
「業務の適正を確保するための体制」
「業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」

●　連結計算書類
「連結注記表」

●　計算書類
「個別注記表」

第103期
（2025年4月1日から2026年3月31日まで）
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業務の適正を確保するための体制

業務の適正を確保するための体制

当社取締役会は、｢内部統制基本方針｣として以下のとおり定めております。

⑴　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①　当社の取締役は、当社グループの倫理方針、行動綱領、法令遵守等を定めた「芝浦機
械グループ経営理念」「芝浦機械グループ行動基準」に基づいて、職務を執行する。
②　当社の取締役は、分担領域に関し法令等遵守を実現するための体制を構築する権限と
責任を有する。
③　当社の取締役会は、定期的に取締役から職務遂行状況の報告を受けるとともに、法令
等遵守に関する必要事項について取締役に随時報告させる。

⑵　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

①　当社の取締役は、法令及び「文書保存管理規程」等の規程に基づき、各種会議の議事
録を作成保存するとともに、重要な職務執行及び決裁に係わる情報について記録し、適
切に保管する。取締役は、これら保管された文書等を常時閲覧できるものとする。
②　当社の取締役は、情報の管理について、「情報セキュリティ基本方針」「個人情報保
護規程」等に基づき対応する。

⑶　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①　当社は、「リスク・コンプライアンスマネージメント規程」に基づき、当社グループ
のリスク・コンプライアンスマネージメントをつかさどるリスクマネージメントオフィ
サー（ＲＭＯ）を任命し、ＲＭＯのミッション遂行に必要な事項の審議及び答申を行う
リスク管理委員会を設置する。リスク管理統括は、管理部門がこれを行う。また、当社
グループのビジネスリスクについては、「ビジネスリスクマネージメント規程」に基づ
き、経営企画部門がこれを統括する。
②　当社の取締役は、「リスク・コンプライアンスマネージメント規程」及び「ビジネス
リスクマネージメント規程」に基づき、当社グループのリスク要因の継続的把握とリス
クが顕在化した場合の損失を極小化するために必要な施策を立案、推進する。
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業務の適正を確保するための体制

⑷　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、次の経営の仕組みを通じて、取締役の職務執行の効率化を図る。

①　当社は、執行役員制度を導入し、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図る。
②　当社の取締役は、「取締役会規程」「トップ会議運営要領」等に基づき、取締役会、
経営会議、経営戦略会議を運営し、規程等に定める適切な手続きに則って業務の決定を
行う。
③　当社の取締役会は、経営の基本方針、当社グループの中期経営計画、年度・半期予算
を決定する。
④　当社の取締役会は、取締役及び執行役員の権限、責任の分配を適正に行い、取締役
は、「組織規程」「業務分掌規程」「役職者責任・権限規程」及び「決裁権限基準」に
基づき、従業員の権限、責任を明確化する。
⑤　当社の取締役は、各部門、各従業員の具体的目標、役割を設定する。
⑥　当社の取締役は、経営戦略会議、経営会議、月次報告会において、当社グループの年
度予算、半期予算の達成フォロー、適正な業績評価を行う。

⑸　使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①　当社の代表取締役社長は、継続的な教育の実施等により、従業員に「芝浦機械グルー
プ行動基準」を遵守させる。
②　当社のリスクマネージメントオフィサー（ＲＭＯ）は、「リスク・コンプライアンス
マネージメント規程」に基づき、当社グループのコンプライアンス及びリスクに関する
施策を立案、推進する。
③　当社の取締役は、内部通報体制を活用することにより、問題の早期発見と適切な対応
を行う。当該制度を利用したことを理由に、不利な取扱いをしないことを「芝浦機械グ
ループ行動基準」に明記する。
④　当社の内部監査部門は、従業員の職務の執行状況の適正さを把握し、その改善を図る
ために、当社グループの内部監査を実施する。
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業務の適正を確保するための体制

⑹　当社及び子会社から成る企業グループにおける業務の適正を確保するための体制

①　当社は、子会社に対し、「芝浦機械グループガバナンス基本方針」に基づく適切な経
営管理を行う。
②　子会社は、「芝浦機械グループ行動基準」を採択、実施し、各国の事情に応じ内部通
報制度を整備する。
③　当社は、子会社の内部統制システムの構築・整備・運用を指導、管理、監視する仕組
みを構築し、子会社に推進させる。
④　当社は、子会社の事業運営に関して重要事項が生じた場合は、「事前協議書」等に基
づき、当社に報告が行われる体制を構築する。
⑤　国内子会社は、「芝浦機械グループ監査役監査方針」に基づいた監査役の監査体制を
構築する。
⑥　当社は、必要に応じ子会社の効率的職務執行状況及びリスク管理等を含む経営監査を
実施し、子会社に対し、必要に応じセルフ・アセスメント・プログラムによる自主監査
を実施させる。

⑺　当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役
からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

①　当社の監査等委員会から業務補助のための監査等委員会スタッフの要請を受けた場
合、その人事・処遇について、監査等委員を除く取締役と監査等委員が速やかに意見交
換を行う。
②　当該従業員は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の指揮命令系統に属さ
ず、監査等委員の指示のもと職務を遂行する。

⑻　監査等委員会への報告に関する体制

①　当社の取締役及び従業員は、「監査等委員会に対する報告等に関する規程」に基づ
き、必要な事項を監査等委員会に報告する。
②　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び従業員は、「監査等委員会に
対する報告等に関する規程」に基づき、定期的に監査等委員会に対して報告を行うとと
もに、経営、業績に対し重大な影響を及ぼすと思われる事象が発生した場合はその都
度、可及的速やかに監査等委員会に対して報告を行う。
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業務の適正を確保するための体制

③　国内の子会社の監査役は、定期的に当該子会社の状況等を当社の監査等委員会に報告
する。
④　当社の代表取締役社長は、監査等委員に対し経営会議等の監査等委員が必要と考える
重要な会議への出席権限を付与する。

⑼　当社の監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを
受けないことを確保するための体制

当社の監査等委員会に報告をした当社グループの役員及び従業員については、報告を行
ったことを理由に、不利な取扱いをしないことを「監査等委員会に対する報告等に関する
規程」に明記する。

⑽　監査等委員の職務の執行について生じる費用の前払または償還の手続その他の当該職務
の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法第399条の2第4項
に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議のうえ、当該請求に
係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除
き、速やかに当該費用または債務を処理する。

⑾　その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①　当社の代表取締役社長は、定期的に監査等委員会と情報交換を行う。
②　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）、従業員は、監査等委員会の要請
に応じてヒアリング等を通じ、職務執行状況を監査等委員会に報告する。
③　当社の内部監査部門は、経営監査に係るセルフ・アセスメント・プログラムの実施結
果を監査等委員会に都度報告する。
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業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社では、前述の「内部統制基本方針」に基づき、企業集団の業務の適正を確保するため

の体制整備とその適切な運用に努めており、当事業年度における運用状況の概要は以下のと
おりです。
①　当社では、「リスク・コンプライアンスマネージメント規程」に基づき任命される、
当社グループのリスク・コンプライアンスマネージメントをつかさどるリスクマネージ
メントオフィサー（ＲＭＯ）を取締役が務めている。このＲＭＯのミッション遂行に必
要な事項の審議及び答申を行うために設置されたリスク管理委員会を本事業年度におい
て12回開催し、コンプライアンスの徹底等を図り、当社グループのリスクの管理及び
低減に努めた。
②　当社の取締役会は、いずれも独立役員である社外取締役7名を含む取締役12名で構成
されており、うち監査等委員である取締役3名も出席したうえで本事業年度において16
回開催され、取締役の職務執行に対する適正な監督機能を果たしている。また、当社の
取締役会は、執行役員を選任しており、各執行役員は、代表取締役社長の指揮・命令の
もと、各自の権限及び責任の範囲で職務を執行することで、意思決定の迅速化、業務の
効率化に寄与した。
③　子会社については、適切なガバナンスのために定められた「芝浦機械グループガバナン
ス基本方針」に基づき、事業運営に関して重要事項が生じた場合の事前協議書等に基づく
報告体制により、子会社の適正な業務運営及び当社による実効性のある管理を行った。

④　内部監査部門は、代表取締役社長の指示に基づき、監査等委員会と連携して事業活動
が法令、定款、社内規程等に準拠し、適正かつ効率的に行われているかどうかについ
て、海外子会社を含む当社グループを対象とする監査を実施し、その結果及び改善状況
を代表取締役社長に報告した。
⑤　監査等委員会は、監査方針を含む監査計画を策定し、インターネット等を経由した手
段も活用しながら、月1回開催する定時監査等委員会及び適宜開催する臨時監査等委員
会において、監査等委員間の情報共有及び社外取締役・会計監査人との意見交換を通じ
て把握した会社の状況を基に、適宜提言の取りまとめを行った。さらに、取締役会に出
席するとともに、取締役・執行役員その他従業員との対話及び内部監査部門・会計監査
人との定期的な情報交換（三様監査の連携）を行い、その監査結果を利用しつつ、取締
役・従業員の職務の執行状況を監査した。また、国内外におけるグループ会社の取締
役・監査役とオンライン形式も交えて意思疎通及び情報交換を行い、グループガバナン
スの強化を図った。常勤監査等委員は、重要書類の閲覧等により取締役・従業員の職務
の執行状況を監査するとともに、経営会議等の重要会議に出席し必要に応じコンプライ
アンスやリスク管理をはじめとする内部統制の観点から意見を述べた。
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連結注記表

連 結 注 記 表

⑴　連結子会社数 19社

⑵　非連結子会社数 9社

⑴　持分法適用関連会社 －社

非連結子会社数 9社

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
1. 連結の範囲に関する事項

［主要な連結子会社名］
芝浦機械エンジニアリング㈱、東栄電機㈱、テクノリンク㈱、㈱ファンクショナル・フルイッド、
SHIBAURA MACHINE (SHANGHAI) CO., LTD.、SHIBAURA MACHINE MANUFACTURING 
(THAILAND) CO., LTD.、SHIBAURA MACHINE INDIA PRIVATE LIMITED、SHIBAURA 
MACHINE (THAILAND) CO., LTD. 、SHIBAURA MACHINE SINGAPORE PTE. LTD. 、
SHIBAURA MACHINE COMPANY, AMERICA
前 連 結 会 計 年 度 に お い て 非 連 結 子 会 社 で あ っ たPT. SHIBAURA MACHINE INDONESIA、
SHIBAURA MACHINE VIETNAM COMPANY LIMITEDは、重要性が増したため、当連結会計年度
より連結の範囲に含めております。

［主要な非連結子会社名］
SHIBAURA MACHINE TAIWAN CO., LTD.、SHIBAURA MACHINE MEXICO, S.A. DE C.V. 
SHIBAURA MACHINE EUROPE S.R.L.
非連結子会社（9社）の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う
額）等はいずれも小規模であり、全体としても連結計算書類に重要な影響を及ぼしておりませんので、
連結の範囲から除いております。

2. 持分法の適用に関する事項

⑵　持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社

［主要な非連結子会社・関連会社名］
SHIBAURA MACHINE TAIWAN CO., LTD.、SHIBAURA MACHINE MEXICO, S.A. DE C.V. 
SHIBAURA MACHINE EUROPE S.R.L.
非連結子会社（9社）の当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等はいずれも
小規模であり、全体としても連結計算書類に重要な影響を及ぼしておりませんので、持分法の適用範囲
から除いております。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項
連 結 子 会 社 の う ち 、SHIBAURA MACHINE (SHANGHAI) CO., LTD.、SHIBAURA MACHINE 
(ANHUI) CO., LTD.、SHANGHAI SHIBAURA MACHINE CO., LTD.、SHIBAURA MACHINE 
(SHENZHEN) CO., LTD.の決算日は12月31日であります。連結計算書類の作成にあたっては、これらの
会社については、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用しております。また、
SHIBAURA MACHINE LWB GmbHの決算日は12月31日であります。連結計算書類の作成にあたって
は、同決算日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な
調整を行なっております。その他の連結子会社の決算日は、連結会計年度の末日と一致しております。
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(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定 )

4. 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの…決算日の市場価格等に基づく時価法

市場価格のない株式等………………移動平均法による原価法
5. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び製品・仕掛品………………主として個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の
低下による簿価切下げの方法により算定）

原材料及び貯蔵品……………………主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益
性の低下による簿価切下げの方法により算定）

6. 固定資産の減価償却の方法
⑴　有形固定資産（リース資産を除く）

建物……………………………………定額法を採用しております。
なお、国内連結子会社については、1998年4月1日以降に取
得した建物は定額法、それ以外の建物は定率法によってお
ります。

建物以外………………………………定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構
築物については定額法を採用しております。

⑵　無形固定資産
定額法を採用しております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）による定額法を採
用しております。

⑶　リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

7. 引当金の計上基準
⑴　貸倒引当金

貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権
等については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

⑵　賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

⑶　製品保証引当金
製品納入後の保証期間内に発生する補修費用の支出に充てるため、売上高を基準として過去の実績率に
より算定した額に、将来の見込を加味した額を計上しております。

－ 7 －
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⑷　役員退職慰労引当金
国内連結子会社は、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しており
ます。

8. 収益及び費用の計上基準
⑴　顧客との契約から生じる収益

収益は、以下の5ステップアプローチに基づき認識しております。
ステップ1：顧客との契約を識別する
ステップ2：契約における履行義務を識別する
ステップ3：取引価格を算定する
ステップ4：取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ5：履行義務が充足されたときに（又は充足するにつれて）収益を認識する
当社グループは、成形機事業、工作機械事業、制御機械事業およびその他の事業に関わる製品の製造、販
売及び保守サービスを行っており、それぞれ以下のとおり収益を認識しております。
収益は、顧客との契約で明確にされている対価に基づき測定しております。契約の対価の総額は、すべて
の製品およびサービスにそれらの独立販売価格に基づき配分され、独立販売価格は、類似する製品又はサ
ービスの販売価格やその他合理的に利用可能な情報を参照して算定しております。
製品を顧客に移転する前に顧客から対価を受け取る場合、顧客から対価を受け取った時から契約当初にお
いて予定された移転時点までの期間が1年を超える場合においては、重要な金利要素の影響を調整しており
ます。
なお、製品の販売における顧客との契約には製品が合意された仕様に従っていることを保証する条項が含
まれており、当社および連結子会社は、この保証に関連する費用に対して製品保証引当金を認識しており
ます。
①成形機事業

成形機事業は、射出成形機、ダイカストマシン、押出成形機の製造、販売および保守サービスを行う事
業であり、顧客との売買契約において、受注した製品を製造し引き渡すとともに、顧客に当該製品を用
いた生産活動を可能にさせる義務を負っております。
各製品の販売は通常、製品に対する支配が顧客に移転したとき、すなわち、製品を顧客の指定した場所
へ配送し、引き渡し、検収を受けた時点で、顧客に製品の法的所有権、物理的占有、製品の所有に伴う
重大なリスク及び経済価値が移転し、顧客から支払いを受ける権利を得るため、その時点で収益を認識
しております。
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②工作機械事業
工作機械事業は、工作機械（大型機、門形機、横中ぐり盤、立旋盤など）、超精密加工機などの製造、
販売および保守サービスを行う事業であり、顧客との売買契約において、受注した製品を製造し引き渡
すとともに、顧客に当該製品を用いた生産活動を可能にさせる義務を負っております。
各製品の販売は通常、製品に対する支配が顧客に移転したとき、すなわち、製品を顧客の指定した場所
へ配送し、引き渡し、検収を受けた時点で、顧客に製品の法的所有権、物理的占有、製品の所有に伴う
重大なリスク及び経済価値が移転し、顧客から支払いを受ける権利を得るため、その時点で収益を認識
しております。

③制御機械事業
制御機械事業は、産業用ロボット、電子制御装置などの製造、販売および保守サービスを行う事業であ
り、顧客との売買契約において、受注した製品を製造し引き渡す義務を負っております。
各製品の販売は通常、製品に対する支配が顧客に移転したとき、すなわち、製品を顧客の指定した場所
へ配送し、引き渡した時点で顧客に製品の法的所有権、物理的占有、製品の所有に伴う重大なリスク及
び経済価値が移転し、顧客から支払いを受ける権利を得るため、その時点で収益を認識しております。

⑵　その他の収益
不動産賃貸取引については、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）に基づき、賃貸借
期間にわたり収益を認識しています。

9. 退職給付に係る会計処理の方法
従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき
計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度までの期間に帰属させる方法について
は、給付算定式基準によっております。
また、数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の
一定年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から処理しておりま
す。

10.ヘッジ会計の方法
為替予約については振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用しております。

11.のれんの償却に関する事項
のれんの償却については、その効果の発現する期間を合理的に見積り、当該期間において均等償却してお
ります。

－ 9 －



2026/06/02 18:39:19 / 25299356_芝浦機械株式会社_招集通知

連結注記表

1. 有形固定資産の減価償却累計額 60,936百万円

Wells Fargo Equipment Finance 721百万円
計 721百万円

コミットメントラインの総額 10,000百万円
借入実行残高 －百万円
差引額 10,000百万円

受取手形 534百万円
売掛金 19,515百万円
契約資産 2,695百万円

会計上の見積りに関する注記
繰延税金資産の回収可能性

⑴　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
繰延税金資産（貸借対照表計上額）　520百万円、繰延税金負債（貸借対照表計上額）　3,165百万円
（相殺前の繰延税金資産　3,966百万円、相殺前の繰延税金負債　6,611百万円）

⑵　その他の情報
①算出方法

将来減算一時差異および税務上の繰越欠損金のうち未使用のものに対して、将来の収益力に基づく課税
所得に基づき、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。課税所得の見積りは翌期の事業計画を
基礎として、将来獲得しうる課税所得の時期および金額を合理的に見積もり、算定しております。

②主要な仮定
将来の収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性を判断するにあたっては、一時差異等の解
消見込年度における課税所得を見積もっております。課税所得は、グループ各社における翌期の事業計
画を基礎としており、当該事業計画は、各製品ごとの受注残高の発現時期および翌期の受注状況を予測
し、作成しております。

③翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
主要な仮定である受注残高の発現時期および受注状況の予測は、地政学的リスクによる想定を超えた一
部製品の販売台数の減少および販売価格の下落や世界各国における景気低迷やインフレ、金融引き締め
など、将来の不確実な経済状況の影響による見積りの不確実性を伴うため、課税所得の見積額が変動す
ることにより、繰延税金資産の回収可能性の判断に重要な影響を与えるリスクがあります。

連結貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額には、減損損失累計額616百万円を含んでおります。
2. 保証債務

金融機関等に対する支払保証

3. コミットメントライン契約
当社は、資金調達の機動性及び安定性を確保し、今後の資金需要に備えることを目的として、取引銀行4行
とコミットメントライン契約を締結しております。当該契約に基づく当連結会計年度末における借入未実
行残高は次のとおりであります。

4. 受取手形、売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、それぞれ以
下のとおりであります。
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場 所 用 途 種 類

中国　上海市 事業用資産 機械装置及び運搬具、その他の有形固
定資産、その他の無形固定資産

ドイツ　バイエルン州 その他 のれん

種 類 金額（百万円）
機械装置及び運搬具 85
その他の有形固定資産 18
のれん 2,067
その他の無形固定資産 6

合計 2,177

連結損益計算書に関する注記
減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
⑴ 減損損失を認識した資産グループの概要

⑵ 減損損失の認識に至った経緯
SHIBAURA MACHINE (SHANGHAI) CO., LTD.（中国　上海市）の工場閉鎖予定に伴い、将来使
用見込みの無い処分予定資産並びに現時点で合理的な使用計画が見込めない資産について帳簿価額を回
収可能価額まで減額し、減損損失を計上しております。
また、SHIBAURA MACHINE LWB GmbH（ドイツ　バイエルン州）に係るのれんは、取得対価算
定の事業計画からその時点以後の業績に乖離が生じたため、同社に対する出資金の減損処理に伴って、
のれんを償却したものであります。

⑶ 減損損失の金額

⑷ 資産のグルーピングの方法
当社は原則として、事業用資産についてはカンパニーを基準としてグルーピングを行っており、連結子
会社については各社を一つの単位としてグルーピングを行っております。
また、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。

⑸ 回収可能価額の算定方法
減損損失の測定に使用した回収可能価額は、事業用資産については正味売却価額により測定しており、
正味売却価額は鑑定評価額等により評価しております。
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普通株式 24,820,406株

決 議 株式の種類 配当金の総額
(百万円)

1株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2025年 5 月12日取締役会 普 通 株 式 1,654 70.00 2025年 3 月31日 2025年 6 月 9 日

2025年11月11日取締役会 普 通 株 式 1,655 70.00 2025年 9 月30日 2025年12月 2 日

計 3,309

① 配当金の総額 1,655百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 70.00円
④ 基準日 2026年3月31日
⑤ 効力発生日 2026年6月16日

連結株主資本等変動計算書に関する注記
1. 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

2. 配当に関する事項
⑴　配当金支払額

⑵　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
2026年5月25日開催の取締役会において、普通株式の配当に関する事項を次のとおり決議しておりま
す。

金融商品に関する注記
1. 金融商品の状況に関する事項

資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については銀行等金融機関からの借入によってお
ります。
受取手形、電子記録債権、売掛金及び契約資産に係る顧客の信用リスクは、販売管理規程等に沿ってリス
ク低減を図っております。また、有価証券は主に短期間で決済される譲渡性預金等であります。
投資有価証券は株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
借入金の使途は運転資金及び設備投資資金であります。
なお、デリバティブ取引は内部管理規程に従い、実需の範囲で行っております。
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連結貸借対照表
計上額（百万円） 時価（百万円） 差額（百万円）

⑴ 受取手形、電子記録債権、売掛金及び
契約資産 26,658 26,628 △29

⑵ 投資有価証券 11,533 11,533 －
資産計 38,192 38,162 △29

⑶ 長期借入金(1年以内に返済予定のもの
を含む) 155 155 0

負債計 155 155 0
デリバティブ取引　（＊2） (6) (6) －

2. 金融商品の時価等に関する事項
2026年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。

（＊1）「現金及び預金」、「有価証券」、「電子記録債務」、「買掛金」及び「短期借入金」については、
現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載
を省略しております。

（＊2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる
項目については、（　）で示しております。

（＊3）為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている外貨建金銭債権債務と一体として処理さ
れているため、その時価は、当該金銭債権債務の時価に含めて記載しております。

（＊4）市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額472百万円）は、「⑵　投資有価証券」には含めてお
りません。

－ 13 －



2026/06/02 18:39:19 / 25299356_芝浦機械株式会社_招集通知

連結注記表

区　　　分
時価（百万円）

レベル1 レベル2 レベル3 合計
有価証券及び投資有価証券 11,533 5,000 － 16,533

資産計 11,533 5,000 － 16,533
デリバティブ取引 － 6 － 6

負債計 － 6 － 6

区　　　分
時価（百万円）

レベル1 レベル2 レベル3 合計
受取手形、電子記録債権、売掛金及び契
約資産 － 26,628 － 26,628

資産計 － 26,628 － 26,628
長期借入金(1年以内に返済予定のものを
含む) － 155 － 155

負債計 － 155 － 155

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
に分類しております。
レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン
プットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに
時価を分類しております。

⑴　時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

⑵　時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その
時価をレベル1の時価に分類しております。有価証券は主に譲渡性預金であります。短期間で決済さ
れるため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっており、その時価をレベル2
の時価に分類しております。
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連結貸借対照表計上額
当連結会計年度末の時価

当連結会計年度期首残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

9,930 △414 9,515 25,261

デリバティブ取引
為替予約の時価は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に
分類しております。

受取手形、電子記録債権、売掛金及び契約資産
これらの時価は、短期で決済されるものを除き、一定の期間ごとに区分した債権ごとに信用リスクを
加味した受取見込額を残存期間に対応する安全性の高い利率で割り引いた現在価値により算定してお
り、レベル2の時価に分類しております。

長期借入金（1年以内に返済予定のものを含む）
長期借入金の時価については、元利金の合計額を新規と同様の借入を行った場合に想定される利率で
割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

賃貸等不動産に関する注記
当社グループでは、神奈川県において賃貸用の物流施設等（土地を含む）を有しております。
2026年3月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は58百万円（賃貸収益は売上高および営業外収益
に、賃貸費用は売上原価および営業外費用に計上）です。
また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び当連結会計年度末の時価は、次
のとおりです。

（単位：百万円）

（注1）連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額です。
（注2）当連結会計年度増減額のうち、主な増減額は減価償却（480百万円）による減少です。
（注3）当連結会計年度末の時価は、主として土地は適切に市場価格を反映していると考えられる指標を用い

て算定した金額、建物等の償却資産は連結貸借対照表計上額をもって時価としています。
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成形機 工作機械 制御機械 その他
（注1） 合計

日本 19,755 12,216 6,047 1,307 39,327

米国 11,515 2,770 18 － 14,303

中国 39,857 6,172 218 0 46,250

その他アジア 22,184 2,122 159 11 24,478

その他地域 5,540 1,995 57 － 7,593

顧客との契約から生じる収益 98,854 25,278 6,501 1,320 131,953

その他の源泉から生じる収益（注2） － － － 861 861

外部顧客への売上高 98,854 25,278 6,501 2,182 132,815

（単位：百万円）
期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 24,017 23,962

契約資産 3,363 2,695

契約負債 36,353 10,458

収益認識に関する注記
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当連結会計年度における仕向地別（外部顧客の所在地別）に分解された売上収益および分解された売上収
益と各事業の売上収益の関係は、以下のとおりであります。

（単位：百万円）

（注1）「その他」の区分は、材料加工、環境測定等の事業であります。
（注2）「その他の源泉から生じる収益」は、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）に基

づくリース収益であります。
2. 収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は「連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記
等　8.  収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。

3. 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
⑴　契約資産及び契約負債の残高等

当連結会計年度における顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債は以下のとおりであります。

契約負債は、主に製品代金にかかる顧客からの前受金であり、収益の認識に伴い取り崩されます。当連
結会計年度に認識した収益のうち、期首時点の契約負債残高に含まれていたものは34,786百万円です。
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1年以内 71,715百万円
1年超2年以内 22,316百万円
2年超3年以内 2,595百万円
3年超 12百万円
合計 96,640百万円

1株当たり純資産額 5,012円94銭
1株当たり当期純利益 43円51銭

なお、当連結会計年度において、過去の期間に充足（または部分的に充足）した履行義務から認識した
収益の金額に重要性はありません。

⑵　残存履行義務に配分した取引価格
当連結会計年度末における未充足（または部分的に未充足）の履行義務に配分した取引価格の総額およ
び収益の認識が見込まれる期間別の内訳は、以下のとおりであります。

1株当たり情報に関する注記

企業結合に関する注記
当社は、2025年3月18日付で株式会社ファンクショナル・フルイッドの全株式を取得し、子会社化すること
について決定し、同日付で株式譲渡契約を締結いたしました。また、2025年5月1日付で全株式を取得いたし
ました。
1. 企業結合の概要
⑴ 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称
株式会社ファンクショナル・フルイッド
事業の内容
二次冷却システムの製造・販売・設置、冷却水防錆媒体・防錆薬品・加湿剤の製造・販売、操業環境及
び機械加工最適化のための各種機器の製造・販売、冷却水システム・熱交換システム及び操業周辺環境
についてのテクニカルコンサルティング

⑵ 企業結合を行った主な理由
株式会社ファンクショナル・フルイッドは、独自の金型冷却装置を持ち、生産現場における効率の良い
熱移動による品質・生産性の向上に貢献しており、長年にわたる実績とノウハウを保有しております。
これら技術・商品を当社グループに取り込むことで、連続安定成形を望む顧客への提案力を強化し、当
社の射出成形機やダイカストマシンなどの製品群と組み合わせることで、生産性の向上のみならず、適
正な水量・水温による効率的な冷却により消費電力を抑制し、省エネとCO2排出量の削減にも寄与する
ことから、グローバルな販売の拡大及びSDGsへの貢献につなげていくことが可能になると判断し、本株
式を取得することといたしました。
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取得の対価 現金及び預金 528百万円
取得原価 528百万円

流動資産 609百万円
固定資産 399百万円
資産合計 1,008百万円
流動負債 39百万円
固定負債 321百万円
負債合計 360百万円

⑶ 企業結合日
2025年5月1日（株式取得日）

⑷ 企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得

⑸ 結合後企業の名称
変更はありません。

⑹ 取得した議決権比率
100％

⑺ 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金及び預金を対価として株式を取得したことによります。

2. 連結計算書類に含まれている被取得企業の業績の期間
2025年5月1日から2026年3月31日まで

3. 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

4. 主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリーに関する報酬・手数料等　9百万円

5. 負ののれん発生益の金額、発生原因
⑴ 負ののれん発生益の金額

118百万円
⑵ 発生原因

企業結合時における時価純資産が取得原価を上回ったため、その差額を負ののれん発生益として認識し
ております。

6. 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

7. 企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼ
す影響の概算額及びその算定方法
重要性が乏しいため記載を省略しております。
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当社の連結子会社であるSHIBAURA MACHINE EMEA GmbHは、2025年11月28日付でSHIBAURA 
MACHINE LWB GmbH（以下「SML社」という。）の持分の80％を取得し、当社グループの連結子会
社といたしました。

1. 企業結合の概要
⑴ 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称
SHIBAURA MACHINE LWB GmbH
事業の内容
射出成形機を中心とする産業用機械の製造・販売

⑵ 企業結合を行った主な理由
当社グループは、2026年度を最終年度とする中期経営計画「中計2026」に基づき、事業ポートフォリ
オの変革を中心とした各種施策を遂行しております。その施策の1つとして掲げている欧州市場開拓の取
り組みとして、既存のイタリアの子会社に加え、2025年5月にドイツの子会社を設立して射出成形機を
中心に拡販を図るとともにM＆Aについても欧州事業の拡大に寄与する案件の検討を進めてまいりまし
た。
ドイツに本社を置くSML社は、主にゴム加工用の効率的かつ精密なモジュラー式射出成形機の専門技術
を有しており、ゴム・樹脂向け竪型射出成形機の欧州の主要メーカーの一角として、1962年の創業から
今日に至るまでの実績とノウハウ、高いブランド力を保有しています。同社を当社グループに取り込む
ことで、欧州における当社の射出成形機事業の生産拠点と販売・サービス力を強化するとともに、同社
のブランド力を活かしながら、欧州市場参入の強力な足掛かりとしてまいります。また、先に拡張した
当社グループのインド工場等のリソースを活用することで、同社の製品コストの削減や、アジア市場向
けの拡販にも取り組んでまいります。
このようなシナジー効果の創出を通じて、射出成形機を中心に当社グループの欧州における事業拡大が
見込めることから、このたび持分譲渡契約を締結し、同社を子会社化することといたしました。

⑶ 企業結合日
2025年11月28日（持分取得日）
2025年12月31日（みなし取得日）

⑷ 企業結合の法的形式
現金を対価とする持分取得

⑸ 結合後企業の名称
変更はありません。

⑹ 取得した議決権比率
80％

⑺ 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社の子会社が現金及び預金を対価として持分を取得したことによります。
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取得の対価 現金及び預金 　1,804百万円
繰延対価 　　200百万円（注）

取得原価 　2,005百万円

流動資産 3,337百万円
固定資産 831百万円
資産合計 4,168百万円
流動負債 3,222百万円
固定負債 1,008百万円
負債合計 4,230百万円

2. 連結計算書類に含まれている被取得企業の業績の期間
被取得企業の決算日は12月31日でありますが、連結決算日との差異が３か月を超えないことから、連結計
算書類の作成にあたっては同日現在の計算書類を使用しております。みなし取得日を2025年12月31日と
して連結しているため、被取得企業の業績は当連結会計年度の業績に含まれておりません。

3. 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

（注）損害賠償請求へ備え、買収価格の1割である200百万円（1,088千EUR）につき売主への支払いを留保
しております。また、留保期間は、補償期間と同様の1年半であります。

4. 主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリーに関する報酬・手数料等　213百万円

5. 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
⑴ 発生したのれんの金額

2,067百万円（暫定値）
（注）当連結会計年度において、まだ取得原価の配分が完了していないため、その時点で入手可能な情

報に基づき暫定的な会計処理を行っております。
⑵ 発生原因

取得原価が企業結合時の時価純資産を上回ったことによるものであります。
⑶ 償却方法及び償却期間

取得対価算定時の事業計画からその時点以後の業績に乖離が生じたため、同社に対する出資金の減損処
理に伴って、のれんを全額償却しております。

6. 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
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売上高 　　　3,550百万円
営業損失 　　△1,292百万円
経常損失 　　△1,809百万円
税金等調整前当期純損失 　　△1,809百万円
親会社株主に帰属する当期純損失 　　△1,451百万円
1株当たり当期純損失 　　△61.38円

7. 企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼ
す影響の概算額及びその算定方法
企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定して算定された売上高および損益情報と、取得企業
の連結損益計算書における売上高と損益情報との差額を、概算額としております。なお、当該注記は監査
証明を受けておりません。

重要な後発事象に関する注記
当社は、2026年5月18日開催の取締役会において、当社の100％子会社であるSHIBAURA MACHINE 
COMPANY, AMERICAを通じてMoore Nanotechnology Systems, LLCの全持分を取得し、子会社化する
ことを決定いたしました。
1. 持分取得の理由

当社グループは、2026年度を最終年度とする中期経営計画「中計2026」に基づき、事業ポートフォリオ
の変革を中心とした各種施策を遂行しております。そのなかで、工作機械セグメントにおける超精密加工
機事業については、北米や欧州など中国以外の市場開拓を進め、事業規模の拡大を目指すこととしており
ます。
米国に本社を置くMoore Nanotechnology Systems, LLCは精密工作機械メーカーの一社であり、光学、
航空宇宙、防衛、医療、自動車など、様々な分野で長年にわたる実績とノウハウ、高いブランド力を保有
しております。また、米国のみならずグローバルに事業を展開し、これまで累計千台以上の機械を30か国
以上に納入した実績を持ちます。同社を当社グループに取り込むことで、同社の販売・サービス体制を活
用し、当社の得意とする超精密加工用の研削機を中心に欧米市場で拡販を図るとともに、グローバルで新
たな市場のニーズをいち早く獲得し、当該事業の新市場を開拓してまいります。また、両社のリソースの
共有による製品開発の効率化や原価の低減、米国における当社製品のテクニカルセンター機能の拡張にも
積極的に取り組んでまいります。
このようなシナジー効果の創出を通じて、当社の超精密加工機事業のグローバル化の加速と一層の拡大が
見込めると判断し、このたび持分譲渡契約を締結し、当社の100％子会社であるSHIBAURA MACHINE 
COMPANY, AMERICAを通じて、同社の全持分を総額約1億5千万米ドルで取得し子会社化することとい
たしました。
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2. 買収する会社の名称、事業内容、規模
①　被取得企業の名称：Moore Nanotechnology Systems, LLC
②　事業の内容　　　：精密工作機械の製造・販売
③　資本金の額　　　：210万米ドル

3. 持分取得の時期
2026年後半（予定）

4. 取得する持分の数、取得価額及び取得後の持分比率
①　取得する持分割合　：100％
②　取得価額　　　　　：約23,982百万円（約150百万米ドル）
（注）実際の取得価額は、持分取得日時点で継承する負債や手元現金等により変動する予定です。
③　取得後の持分比率　：100％
（注）1米ドル＝159.88円で計算
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個 別 注 記 表

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定 )

重要な会計方針に関する注記
1. 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式……移動平均法による原価法
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
…決算日の市場価格等に基づく時価法

市場価格のない株式等…移動平均法による原価法
2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び製品・仕掛品…主として個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿
価切下げの方法により算定）

原材料及び貯蔵品………移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価
切下げの方法により算定）

3. 固定資産の減価償却の方法
⑴　有形固定資産（リース資産を除く）

建物………………………定額法を採用しております。
建物以外…………………定率法を採用しております。

ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物につい
ては定額法を採用しております。

⑵　無形固定資産
定額法を採用しております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）による定額法を採
用しております。

⑶　リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

4. 引当金の計上基準
⑴　貸倒引当金

貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権
等については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

⑵　賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

⑶　製品保証引当金
製品納入後の保証期間内に発生する補修費用の支出に充てるため、売上高を基準として過去の実績率に
より算定した額に、将来の見込を加味した額を計上しております。

⑷　退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計
上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。
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また、数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一
定年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から処理しております。

5. 収益及び費用の計上基準
⑴　顧客との契約から生じる収益

収益は、以下の5ステップアプローチに基づき認識しております。
ステップ1：顧客との契約を識別する
ステップ2：契約における履行義務を識別する
ステップ3：取引価格を算定する
ステップ4：取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ5：履行義務が充足されたときに（又は充足するにつれて）収益を認識する
当社は、成形機事業、工作機械事業、制御機械事業およびその他の事業に関わる製品の製造、販売及び
保守サービスを行っており、それぞれ以下のとおり収益を認識しております。
収益は、顧客との契約で明確にされている対価に基づき測定しております。契約の対価の総額は、すべ
ての製品およびサービスにそれらの独立販売価格に基づき配分され、独立販売価格は、類似する製品又
はサービスの販売価格やその他合理的に利用可能な情報を参照して算定しております。製品を顧客に移
転する前に顧客から対価を受け取る場合、顧客から対価を受け取った時から契約当初において予定され
た移転時点までの期間が1年を超える場合においては、重要な金利要素の影響を調整しております。
なお、製品の販売における顧客との契約には製品が合意された仕様に従っていることを保証する条項が
含まれており、当社は、この保証に関連する費用に対して製品保証引当金を認識しております。
①　成形機事業

成形機事業は、射出成形機、ダイカストマシン、押出成形機の製造、販売および保守サービスを行
う事業であり、顧客との売買契約において、受注した製品を製造し引き渡すとともに、顧客に当該
製品を用いた生産活動を可能にさせる義務を負っております。
各製品の販売は通常、製品に対する支配が顧客に移転したとき、すなわち、製品を顧客の指定した
場所へ配送し、引き渡し、検収を受けた時点で、顧客に製品の法的所有権、物理的占有、製品の所
有に伴う重大なリスク及び経済価値が移転し、顧客から支払いを受ける権利を得るため、その時点
で収益を認識しております。

②　工作機械事業
工作機械事業は、工作機械（大型機、門形機、横中ぐり盤、立旋盤など）、超精密加工機などの製
造、販売および保守サービスを行う事業であり、顧客との売買契約において、受注した製品を製造
し引き渡すとともに、顧客に当該製品を用いた生産活動を可能にさせる義務を負っております。
各製品の販売は通常、製品に対する支配が顧客に移転したとき、すなわち、製品を顧客の指定した
場所へ配送し、引き渡し、検収を受けた時点で、顧客に製品の法的所有権、物理的占有、製品の所
有に伴う重大なリスク及び経済価値が移転し、顧客から支払いを受ける権利を得るため、その時点
で収益を認識しております。

③　制御機械事業
制御機械事業は、産業用ロボット、電子制御装置などの製造、販売および保守サービスを行う事業
であり、顧客との売買契約において、受注した製品を製造し引き渡す義務を負っております。
各製品の販売は通常、製品に対する支配が顧客に移転したとき、すなわち、製品を顧客の指定した
場所へ配送し、引き渡した時点で顧客に製品の法的所有権、物理的占有、製品の所有に伴う重大な
リスク及び経済価値が移転し、顧客から支払いを受ける権利を得るため、その時点で収益を認識し
ております。
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1. 有形固定資産の減価償却累計額 46,678百万円

短期金銭債権 9,842百万円
長期金銭債権 4,123百万円
短期金銭債務 2,899百万円

コミットメントラインの総額 10,000百万円
借入実行残高 －百万円
差引額 10,000百万円

⑵　その他の収益
不動産賃貸取引については、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）に基づき、賃貸
借期間にわたり収益を認識しています。

6. ヘッジ会計の方法
為替予約については振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用しております。

会計上の見積りに関する注記
繰延税金資産の回収可能性

⑴　当事業年度の計算書類に計上した金額
繰延税金負債（貸借対照表計上額）　2,956百万円
（相殺前の繰延税金資産　2,342百万円、相殺前の繰延税金負債　5,298百万円）

⑵　その他の情報
①算出方法

将来減算一時差異および税務上の繰越欠損金のうち未使用のものに対して、将来の収益力に基づく課税
所得に基づき、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。課税所得の見積りは翌期の事業計画を
基礎として、将来獲得しうる課税所得の時期および金額を合理的に見積り、算定しております。

②主要な仮定
将来の収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性を判断するにあたっては、一時差異等の解
消見込年度における課税所得を見積もっております。課税所得は、当社における翌期の事業計画を基礎
としており、当該事業計画は、各製品ごとの受注残高の発現時期および翌期の受注状況を予測し、作成
しております。

③翌事業年度の計算書類に与える影響
主要な仮定である受注残高の発現時期および受注状況の予測は、地政学的リスクによる想定を超えた一
部製品の販売台数の減少および販売価格の下落や世界各国における景気低迷やインフレ、金融引き締め
など、将来の不確実な経済状況の影響による見積りの不確実性を伴うため、課税所得の見積額が変動す
ることにより、繰延税金資産の回収可能性の判断に重要な影響を与えるリスクがあります。

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額には、減損損失累計額４百万円を含んでおります。
2. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

3. コミットメントライン契約
当社は、資金調達の機動性及び安定性を確保し、今後の資金需要に備えることを目的として、取引銀行4行
とコミットメントライン契約を締結しております。当該契約に基づく当事業年度末における借入未実行残
高は次のとおりであります。
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売上高 12,922百万円
仕入高 11,209百万円
営業取引以外の取引高 2,628百万円

普通株式 1,173,394株

損益計算書に関する注記
1. 関係会社との取引高

株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

税効果会計に関する注記
1. 繰延税金資産の発生の主な原因

繰延税金資産の発生の主な原因は、賞与引当金、製品保証引当金の否認等であり、繰延税金負債の発生の
主な原因は、その他有価証券評価差額、固定資産圧縮積立によるものです。

2. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社はグループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び
開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計
処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
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2. 子会社及び関連会社 （単位：百万円）

属 性 会 社 等 の 名 称 議決権等の所有
( 被 所 有 ) 割 合 関 連 当 事 者 と の 関 係 取 引 の 内 容 取引金額 科 目 期末残高

子 会 社 芝浦機械
エンジニアリング㈱

所有
直接 100.0％

当社製品・部品の販売 製品・部品の
販売（注1） 1,397

電子記録債権 305
売掛金及び
契 約 資 産 304

技術使用契約の締結 技術使用料の
受取（注2） 313 売掛金及び

契 約 資 産 161

子 会 社 東栄電機㈱ 所有
直接 100.0％

東栄電機㈱製品・部品の
購入

製品・部品の
購入（注1） 5,516 買 掛 金 616

子 会 社
SHIBAURA MACHINE
（SHANGHAI）
CO., LTD.

所有
直接 100.0％

当社部品の販売 部品の販売
（注1） 652 売掛金及び

契 約 資 産 340

技術使用契約の締結 技術使用料の
受取（注2） 1 売掛金及び

契 約 資 産 29
SHIBAURA MACHINE
（SHANGHAI）CO., LTD.
製品・部品の購入

製品・部品の
購入（注1） 2,326 買 掛 金 154

子 会 社
SHIBAURA MACHINE
MANUFACTURING
（THAILAND）
CO., LTD.

所有
直接 100.0％
間接 0.0％

技術使用契約の締結 技術使用料の
受取（注2） 83 売掛金及び

契 約 資 産 28

資金の援助
資金の回収
（注3）
利息の受取
（注3）

171

19
短期貸付金 717

子 会 社
SHIBAURA MACHINE
INDIA PRIVATE
LIMITED

所有
直接 98.8％
間接 1.2％

技術使用契約の締結 技術使用料の
受取（注2） 22 売掛金及び

契 約 資 産 4

資金の援助
資金の回収
（注3）
利息の受取
（注3）

284

282

短期貸付金 156

長期貸付金 3,120

未 収 入 金 87

子 会 社
SHIBAURA MACHINE
SINGAPORE
PTE. LTD.

所有
直接 100.0％ 当社製品・部品の販売 製品・部品の

販売（注1） 477 売掛金及び
契 約 資 産 242

子 会 社 SHIBAURA MACHINE
COMPANY, AMERICA

所有
直接 100.0％ 当社製品・部品の販売 製品・部品の

販売（注1） 6,952 売掛金及び
契 約 資 産 3,604

子 会 社 SHIBAURA MACHINE
LWB GmbH

所有
間接 80.0％ 資金の援助 資金の貸付

（注3） 2,905
短期貸付金 2,182

長期貸付金 727

子 会 社 SHIBAURA MACHINE
EMEA GmbH

所有
直接 100.0％ 役員の兼任 増資の引き受け

（注4） 1,975 － －

関連当事者との取引に関する注記
1. 親会社及び法人主要株主等

該当する事項はございません。

取引条件及び取引条件の決定方針
（注1） 取引価格その他の取引条件につきましては、一般的取引条件を勘案して協議の上、決定しており

ます。
（注2） 技術使用料につきましては、締結した契約及び移転価格ポリシーに基づき決定しております。
（注3） 貸付につきましては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
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4. 役員及び個人主要株主等 （単位：百万円）

種 類 会社等の名称
又 は 氏 名

議 決 権 等 の 所 有
（ 被 所 有 ） 割 合

関 連 当 事 者
と の 関 係 取 引 の 内 容 取引金額 科 目 期末残高

役 員 坂元　繁友 （被所有）
直接 0.1%

当社
代表取締役社長
社長執行役員

金銭報酬債権の現物
出資に伴う自己株式
の処分（注）

11 － －

1株当たり純資産額 3,918円14銭
1株当たり当期純利益 103円76銭

（注4） 増資の引受につきましては、子会社が行った増資を引き受けたものであります。
3. 兄弟会社等

該当する事項はございません。

（注）譲渡制限付株式報酬制度に伴う、金銭報酬債権の現物出資であります。

1株当たり情報に関する注記

重要な後発事象に関する注記
当社は、2026年5月18日開催の取締役会において、当社の100％子会社であるSHIBAURA MACHINE 
COMPANY, AMERICAを通じてMoore Nanotechnology Systems, LLCの全持分を取得し、子会社化する
ことを決定いたしました。概要については、連結注記表の重要な後発事象に関する注記をご参照下さい。
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